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くしろ男女平等参画プラン ～すべての人が尊重される社会の実現に向けて～  

性の多様性の尊重 まずは知ることから始めませんか？   
釧路市男女平等参画推進条例では、冒頭で「すべての人が個人として尊重され、性別にかかわりなく個性と

能力を十分に発揮し、自分らしく生きることができる地域社会の実現」を市民の共通の願いとして宣言してい

ます。また、「くしろ男女平等参画プラン」では、「困難な状況に置かれているすべての人が尊重される社会の

実現に向けた環境づくりの推進」（基本目標Ⅳ.基本方向２）を施策の方向としています。これは、性別や国籍、

障がいの有無等によって分け隔てられることなく、すべての人が尊重される社会の実現に向けた取組みを進

めていくとしているものです。 

世界経済フォーラムが 2021年に発表した、各国における男女格差を測る「ジェンダーギャップ指数」では、

日本の順位は 156 か国中 120 位と、先進国の中では最低レベルとなっており、まだ日本では「男だから」「女

だから」という性別や、性の固定概念に縛られている人が多く存在しています。 

特に「性的少数者(セクシャル・マイノリティ)」の方の中には、誤った知識や偏見から、性的指向・性自認

に関する配慮に欠ける振る舞いをされ「自分らしく生きること」が困難な状況にあります。 

すべての人が尊重され、自分らしく生きることのできる環境を作るためには、一人ひとりが性的指向・性自

認に関しても、正しく知り、理解を深めていくことが重要です。 

 

【多様な性に関する基礎知識】                                

（１） ＬＧＢＴ（エルジービーティー）   

性的少数者を表す多様な性のあり方における表現のひとつ 

・Ｌesbian(レズビアン) 性自認が女性で惹かれる性別も女性 

・Ｇay（ゲイ）性自認が男性で惹かれる性別も男性 

・Ｂisexual(バイセクシュアル) 同性にも異性にも惹かれる人 

・Ｔransgender（トランスジェンダー）出生時に割り当てられた性別とは異なる性別を生きる人  

単語の頭文字をとってＬＧＢＴといいます。これらに「Ｑuestioning（クエスチョニング）：男女どちらの

性にも決められない(わからない)人」を加えたＬＧＢＴＱなど、様々な表現があります。 

ＬＧＢＴの方は、日本では人口の８％前後存在していると言われています。 

（２） ＳＯＧＩ(ソジまたはソギ)  

どの性別を恋愛の対象とするかを表す「性的指向（Ｓexual Ｏrientation）」と自分の性別をどう思ってい

るかを表す「性自認（Ｇender Ｉdentity）」の頭文字をとった略称で、すべての人の性の特徴を 2 つの視点

から包括的に表そうという考え方 

（３） カミングアウト、アウティング 

・カミングアウト 自分の性的指向や性自認について、自らの意思で望む相手に伝えること 

・アウティング  他者の性的指向や性自認について、その人の同意なく、第三者に口外すること 

 

くしろ 

  

ともに創りあげる社会をめざして 

Vol. 64 

〒085-8505 釧路市黒金町 7丁目 5 番地  

釧路市総合政策部市民協働推進課 

発行日：令和 4年 2月 7日 

  



多様性を認め合う社会の実現を目指して 

～Ally（アライ）になってみませんか～ 
Ally（アライ）とは、同盟、支持者を意味する言葉が語源とされ、性的少数者で困りごとや問題を抱え 

ている当事者を理解し、支援する人たちのことを指します。 

  多様な性について、正しく知り、理解を深め、支援する気持ちを持って相手と接することができれば、 

Ally のひとりです。 

  Ally が増えていくことが、誰もが多様性を認め合いながら、自分らしくいきいきと輝く社会の実現につ 

ながります。 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

本通信に関してのご意見等は、下記までお寄せください。 
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～釧路市男女いきいき参画宣言～ 

わたしたち釧路市民は 性別にかかわりなく ともに協力し合い 一人ひとりが 個性と能力

を生かし  家庭や職場など 社会のあらゆる分野において すべての人が自分らしく生きられ

る  男女平等参画社会を推進することを ここに宣言します。   平成 30年 3月 23日宣言  

性的少数者の方が、生活のうえで直面する困りごと 
 性的少数者の方々は、ライフステージにおいて様々な困難に直面しています。 

また、差別や偏見を恐れて、当事者であることを言わない人・言えない人、子どもの頃から戸惑いを抱

え、当事者と悟られないよう生活している方もいます。 

・・・困りごとの例・・・  

 日常生活 

 ・住宅を借りる際、住民票の性別と外見が異なることを理由に契約を断られた   

・パートナーとの死別に際して、パートナーの財産を相続できなかった 

・同性同士で結婚できず、社会保障がない 

・パートナーの入院時に家族として扱われない 

就  労 

・性自認と戸籍の不一致による採用時の不安 

・性的指向や性自認を理由に採用の内定を取り消された 

・カミングアウトした内容を他の人に言いふらされた（アウティング） 

 学  校 

 ・「男・女らしくない」「気持ち悪い」などのからかい 

 ・誰にも相談できなくて、学校に行きにくかった 

 ・男女それぞれの制服しかなく、自認している性と異なるため、着ることに抵抗があった 

 

人口の８％前後いると言われている、性的少数者の方々。 

周りにいないのではなく、気づいていないだけかもしれません。 

 

 


